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１ 

対
象
者 「

子
育
て
応
援
特
別
手
当
」

　
　
　
　
　
　
　

    

を
給
付
し
ま
す

忘 れ ず に 申 請 を！

　

国
の
生
活
対
策
の
一
環
と
し
て
、
多
子
世
帯
の
幼
児
教
育
期
の
子
育
て
を
支
援
す
る

た
め
、
次
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
世
帯
主
に
対
し
、
平
成
20
年
度
限
り
の
措
置
と
し
て
、

「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」
を
給
付
し
ま
す
。

　

本
年
2
月
1
日
（
基
準
日
）
時
点

の
住
民
票
ま
た
は
外
国
人
登
録
原
票

（
短
期
滞
在
者
と
不
法
滞
在
者
は
除

く
）
で
、 

１
世
帯
に
３
歳
以
上
18
歳

以
下
の
子
ど
も
（
平
成
２
年
４
月
２

日
〜
平
成
17
年
４
月
１
日
生
）
が
2

人
以
上
い
て
、か
つ
第
２
子
以
降
が
、

就
学
前
３
学
年
（
平
成
14
年
４
月
２

日
〜
17
年
４
月
１
日
生
）
に
該
当
す

る
家
庭
の
世
帯
主
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

※
支
給
算
定
と
な
る
児
童
は
、
第
２

　

子
以
降
の
就
学
前
3
学
年
の
児
童

　

で
す
。

　

対
象
児
童
一
人
あ
た
り
3
万
6
千

円
で
す
。（
所
得
制
限
な
し
）

　

市
か
ら
、
該
当
す
る
世
帯
主
の
方

に
「
申
請
書
」「
案
内
」「
返
信
用
封

筒
」
を
郵
送
し
ま
す
（
４
月
１
日
か

ら
順
次
郵
送
）。
届
い
た
案
内
を
ご

覧
に
な
り
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を

ご
記
入
の
上
、
必
要
書
類
を
添
え
返

信
用
封
筒
に
入
れ
て
、
郵
送
ま
た
は

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

原
則
、
世
帯
主
名
義
の
金
融
機
関

口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

　

な
お
、
支
払
い
時
期
は
、
申
請
書

類
を
不
備
な
く
受
理
し
て
か
ら
、
１

〜
２
カ
月
後
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

①
申
請
書　

②
申
請
者
の
公
的
身

分
証
明
書
（
住
基
カ
ー
ド
、
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
外
国
人
登
録

証
明
書
な
ど
）
の
コ
ピ
ー
、
③
通

帳
の
見
開
き
部
分
（
ま
た
は
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
）
の
コ
ピ
ー

　

受
け
付
け
開
始
後
、６
カ
月
間（
厳

　

こ
の
手
当
の
給
付
を
装
っ
た
「
振

り
込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情
報
の
詐

取
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〇
市
や
総
務
省
・
厚
生
労
働
省
な
ど

　

が
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な

　

ど
の
現
金
自
動
預
払
機
）
の
操
作

　

を
市
民
の
方
に
依
頼
す
る
こ
と
は

　

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。 

〇
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
他
人

　

 

か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う

受付期間
４月15日㈬
　～ 10月15日㈭

２ 

給
付
額

４ 

申
請
方
法

３ 
受
給
方
法

６ 

申
請
書
類

　
　
　
（
添
付
書
類
）

５ 

申
請
期
限

７ 

ご
注
意
く
だ
さ
い

あなたの世帯は該当する？
平成21年2月1日時点の住民票または外国人登録原票上（短期滞在
者と不法滞在者は除く）で、 １世帯に3歳以上18歳以下の子ども
（H2.4.2 ～ H17.4.1生）が2人以上いますか？

そのうち、第2子以降に、就学前3年間
（H14.4.2 ～ H17.4.1生）の子どもが
いますか？

 手当に該当しません

 手当に該当します  手当に該当しません

申請期限（10月15日）までに添付書類を添えて申請してください（期
限を過ぎると辞退したと見なされますのでご注意ください）

守
）
で
す
。
期
限
を
過
ぎ
る
と
す
べ

て
辞
退
と
見
な
さ
れ
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
受
付
開
始
日
は
４
月
15
日
㈬
で
す
。

※
最
終
期
限
日
は
10
月
15
日
㈭
（
当

日
消
印
有
効
）
で
す
。

こ
と
は
、
絶
対
に
で
き
ま
せ
ん
。 

〇
市
や
総
務
省
・
厚
生
労
働
省
な
ど

　

が
、
手
当
の
給
付
の
た
め
に
、
手

　

数
料
な
ど
の
振
り
込
み
を
市
民
の

　

方
に
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

　

ま
せ
ん
。

〇
エ
ク
ス
パ
ッ
ク
や
宅
配
便
等
で
現

　

金
を
送
付
す
る
よ
う
依
頼
す
る
こ

　

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

※
市
や
総
務
省
・
厚
生
労
働
省
の
職

　

員
な
ど
を
か
た
っ
た
不
審
な
電
話

　

が
か
か
っ
て
き
た
ら
、
速
や
か
に

　

警
察
署
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎手当に該当する方のうち、基準日(平成21年2月1日)時点で、つくば
　みらい市以外の住所であった方は、基準日時点の住所地で申請して
　ください。
※申請期間は、各市区町村で異なりますので、必ず当該市区町村窓口
　へ確認してください。

はい いいえ

はい いいえ↓ ↓

↓

↓

↓

　　厚生労働省ホームページ（URL　http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/index.html）
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